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第１章 教育を取り巻く動き 
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１ 江東区の教育振興基本計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江東区の教育振興基本計画 １ 

江東区教育委員会は、平成１３年３月に区長の諮問機関である「２１世紀における江東区の教

育のあり方を考える懇談会」が行った提言を具体的に実現することを目指し、平成１４年３月に

「教育改革江東・アクションプラン２１」（平成１３～２２年度）を策定し、平成２０年３月には、補正

版をまとめました。 

また、「江東区基本構想」（平成２１年３月策定）及び「江東区長期計画」（平成２２年３月策定）

との整合性を図りながら、平成２３年３月に「教育推進プラン・江東」（平成２３～令和２年度）を

策定しました。 

さらに、教育を取り巻く環境変化と区民や保護者の新たなニーズに対応するため、平成２８

年３月に「教育推進プラン・江東（後期）」（平成２８～令和２年度）を策定し、教育行政を推進し

てきました。 

そしてこの度、「教育推進プラン・江東（後期）」の最終年度となる令和２年度を迎え、これま

での事務事業の執行状況を評価・検証し、必要に応じた調整及び見直しを行うとともに、区民

や保護者を対象とした教育に関する意識調査を実施し、そこで把握した教育行政の現状と課

題を踏まえ、「教育推進プラン・江東（第２期）」（令和３～７年度）を策定しました。 

 

教育改革江東・アクションプラン２１ 

（平成１３～２２年度） 

 

 教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定に基づく江東区の

教育振興基本計画 

 「江東区基本構想」、「江東区長期計画」を上位計画とする教育部門の分野別計画 

教育プランの位置付け 

教育推進プラン・江東 

（平成２３～令和２年度） 

教育推進プラン・江東（後期） 

（平成２８～令和２年度） 

教育推進プラン・江東（第２期） 

（令和３～７年度） 

江東区基本構想 

江東区長期計画 
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２ 国際的な動き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国際的な動き ２ 

持続可能な開発目標（SDGs） 

持続可能な開発目標（SDGs）は、２０１５年９月の国連サミットで採択され

た、２０１６年から２０３０年までの国際目標です。 

持続可能な社会を実現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構

成され、地球上の「誰一人として取り残さない（leave no one behind）」

ことを誓うものです。 

教育分野に関しては、目標４（教育）として「すべての人に包摂的かつ公正

な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。」こととされており、

その他の目標にもまたがって包括的にアプローチしていくことが求められ

ています。 

なお、令和２年度から本格実施された新学習指導要領においては、「持続

可能な社会の創り手の育成」が明記されています。 

ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（PISA） 

OECD（経済協力開発機構）の生徒の学習到達度調査（PＩSA）は、義務教

育終了段階の１５歳児を対象に、２０００年から３年ごとに、読解力、数学的リ

テラシー、科学的リテラシーの 3 分野で実施されています。2018 年度は、

79 か国・地域（ＯＥＣＤ加盟 37 か国、非加盟 42 か国・地域）約６０万人の

生徒を対象に調査が行われました。 

この調査は、生徒が持っている知識や技能を、実生活の様々な場面で直

面する課題にどの程度活用できるかを測ることを目的としたものです。 

この中で、日本は、数学的リテラシー及び科学的リテラシーは引き続き世

界トップレベルを維持し、読解力は、OECD 平均より高得点のグループに位

置していますが、前回より平均得点・順位が低下していることが分かってい

ます。 

一方、２０２０年 9 月に公表された「多くの生徒と学校のオンライン学習に

関する課題が明らかに（ＯＥＣＤ ＰＩＳＡ新報告書）」では、2018 年度の本調

査の結果を分析し、学校におけるテクノロジーの利用可能性と教師のＩＣＴ

を有効活用する能力に関して、各国間及び各国内に大きな差があることが

示されています。 

また、出自にかかわらず全ての生徒に公平な学習機会と学校での成功の

チャンスを与えようとするならば、どの学校も適切で良質な資源と適切な

支援を得られるようにすることが重要であると述べています。 
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３ 国及び東京都の動き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国及び東京都の動き ３ 

国では 

国では、平成２９年に新しい幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、中学

校学習指導要領、特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学

部学習指導要領が公示され、幼稚園は平成３０年度、小学校等は令和２年

度、中学校等は令和３年度から全面実施となっています。 

新しい学習指導要領は、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る

という目標を共有し、社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるため

に必要な資質・能力（下図参照）を育む「社会に開かれた教育課程」の実現を

目指すものです。 

また、国は平成３０年６月に第３期教育振興基本計画を策定し、人生１００

年時代やＳｏｃｉｅｔｙ5.0（超スマート社会）の到来に向け、「夢と志を持ち、可

能性に挑戦するために必要となる力を育成する」などの５つの今後の教育

政策に関する基本的な方針を設定しています。 

 

 

東京都では 

東京都では、平成３１年３月に「東京都教育ビジョン（第４次）」を策定し、令

和元年度～令和５年度までの５年間で、東京都教育委員会が取り組むべき

基本的な方針と、その達成に向けた施策展開の方向性を示しています。 

本ビジョンでは、次代を担う子供の姿を「情報化や国際化など急速かつ激

しく変化するこれからの社会を主体的・創造的に生き抜いていく子供」とし、

「知」「徳」「体」の調和を図るための「全ての児童・生徒に確かな学力を育む

教育」をはじめ１２の基本的な方針とともに、３０の今後５か年の施策展開の

方向性を設定し、学校と家庭、地域・社会とがともに力を合わせ、日本の未

来を担う人材を育成してくとともに、誰もが生涯を通じ、あらゆる場で学

び、支え合うことができる社会の実現を図っていくこととされています。 

学んだことを人生や社会

に生かそうとする 

学びに向かう力、 
人間性など 

実際の社会や生活で 

生きて働く 

知識及び技能 

未知の状況にも 

対応できる 

思考力、判断力、 
表現力など 

新学習指導要領に基づき育成を目指す、資質・能力の三つの柱 

「知」「徳」「体」の調和 

出典：文部科学省「新しい学習指導要領リーフレット」 

出典：東京都教育ビジョン（第４次） 
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４ 江東区の現状 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

江東区の現状 ４ 

年少人口の増加 

本区では、過去１０年一貫して年少人口（0～14 歳）が増加しており、近年

は、増加の伸びは緩やかになりつつあるものの、国（国立社会保障・人口問

題研究所）の推計では、2040（令和２２）年頃をピークとした年少人口の増

加が見込まれています。 

児童・生徒数の増加による小中学校の収容対策や施設の計画的更新につ

いて、校舎等の増設や改築・改修を実施していく必要があるほか、「江東きっ

ずクラブ」など、放課後等にこどもが安全で健やかに過ごせる場の確保が求

められます。 

 

こどもたちの多様化 

小中学校の特別な支援を必要とする児童・生徒は増加し続けており、通常

の学級においても、通級による指導を受けている児童・生徒が増加していま

す。 

また、本区の外国人児童・生徒が増加しているほか、日本国籍ではあるが

日本語指導を必要とする児童・生徒も増加しており、日本語指導の必要性が

高まっています。 

このようなこどもたちの多様化の状況を踏まえつつ、連続性のある多様

な学びの場の一層の充実とともに、多様性を包摂する取組と個別の教育的

ニーズを把握し、こどもたち一人一人の可能性を伸ばしていくこと、公正に

個別最適化された学習を実現することが課題となっています。 

本区の年少人口（０～14 歳）の推移 

出典：平成２２年～令和２年 住民基本台帳人口（１月１日時点） 

    令和７年以降 「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」

（国立社会保障・人口問題研究所） 

本区の特別支援教室（ひまわり教室）に 

入級している児童数の推移 
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５ 新しい時代の到来 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新しい時代の到来 ５ 

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0（超スマート社会） 

Society 5.0 は、サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合さ

せたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の

社会（Society）のことです。また、人工知能（ＡＩ ）、ビッ グデータ、

Internet of Things（IoT）、ロボティクス等の先端技術が高度化してあ

らゆる産業や社会生活に取り入れられ、社会の在り方そのものが「非連続

的」と言えるほど劇的に変わることを示唆するものです。 

国の中央教育審議会の答申によると、Society５.０時代に向けて育むべ

きものとして、変化を前向きに受け止め、社会や人生、生活を、人間ならで

はの感性を働かせてより豊かなものにする資質・能力が必要であるとされ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな学びの展開 

国の中央教育審議会初等中等教育分科会において、令和２年９月に「誰一

人取り残すことのない『令和の日本型学校教育』の構築を目指して（中間ま

とめ素案）」が提示されています。 

この中で、新型コロナウイルス感染症により一層先行き不透明となる状況

においては、目の前の事象から解決すべき課題を見出し、主体的に考え、多

様な立場の者が協働的に議論し、納得解を生み出すことなど、新学習指導

要領で育成を目指す資質・能力が一層強く求められているとされています。 

また、学びを保障する手段として、遠隔・オンライン教育に大きな注目が

集まっており、本区においても、学習用アプリの導入による家庭でのオンラ

イン学習環境の確保を行っています。 

これからの教育においては、ＩＣＴを活用しつつ、教員が対面指導と家庭や

地域社会と連携した遠隔・オンライン教育とを使いこなす（ハイブリッド化）

ことで、協働的な学びを展開することが求められています。 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「Society 5.0」 
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第２章 江東区の教育理念 
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１ 江東区教育理念 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江東区教育理念  「with… ～ともに～」 １ 

未来を担うこどもたちに確かな力を 

こどもたちを取り巻く社会は、日々発展し、大きく変化しています。しかし、どのように環境が変化

しようとも、江東区のこどもたちが、自ら課題を見つけ、主体的に学び、考え、行動し、夢に向かって

のびのびと育ち、未来を担う人となることを目指していきます。 

私たちは、そのために、こどもたちに５つの力を育みます。 

１ 自ら学び考え行動する力 

２ 困難を乗り越える力 

３ 人権を尊重し他者を思いやる力 

４ 社会へ主体的に貢献する力 

５ 他者と協調・協働し人間関係を形成する力 

心を一つに、力を合わせて 

こどもたちに５つの力を確かに育むためには、こどもたちの教育に関わるすべての大人たちが、

心を一つにし、力を合わせて、取組を進めていくことが重要です。 

私たちは、そのために、３つの行動指針を掲げ、推進していきます。 

１ 「生きる力」を育む「知」「徳」「体」の調和がとれた教育 

２ 一人一人を大切にし、個性を伸ばす教育 

３ 学校・家庭・地域が連携し、こどもたちの成長を支える環境づくり 

江東区教育理念は、江東区の教育が「目指すこと」、こどもたちに「身に付けさせたい力」、そのための「行動指針」を示したものです。 

教育推進プラン・江東（第２期）では、その推進のキーワードを「ｗｉｔｈ… ～ともに～」としました。 
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こどもたちが、夢に向かってのびのびと育ち、未来を担う人となること 

～江東区教育理念～  

「生きる力」を育む「知」「徳」「体」の調和がとれた教育 

一人一人を大切にし、個性を伸ばす教育 

学校・家庭・地域が連携し、こどもたちの成長を支える環境づくり 

私たちは、                                             を目指し、 

こどもたちが、主体的に、そして友達と「ともに」学び、「ともに」育つこと 

大人たちは、こどもたちのために、「ともに」考え、「ともに」支えていくこと 

「with… ～ともに～」 

自ら学び考え行動する力     困難を乗り越える力    人権を尊重し他者を思いやる力 

社会へ主体的に貢献する力    他者と協調・協働し人間関係を形成する力 

を育むために、 

に取り組みます。 

そして、 

を大切にします。 

キーワードは、                 です。 
江東区教育委員会 
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２ ４つのテーマと教育のＩＣＴ化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４つのテーマと教育のＩＣＴ化 ２ 

テーマ１ 学び・育ち 

生産年齢人口の減少、グローバル化の進展や人工知能（ＡＩ）の飛躍的進化

などをはじめとする絶え間ない技術革新等により、社会構造や雇用環境が

大きく急速に変化し、予測が困難な時代となっています。 

そのため、こどもたちが様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働して

課題を解決していくことや、様々な情報を見極め知識の概念的な理解を実

現し、情報を再構成するなどして新たな価値につなげていくこと、複雑な状

況変化の中で目的を再構築することができるようにすることが求められて

います。 

本区では、「こうとう学びスタンダード（ネクストステージ）」を柱として、主

体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善をより一層推進していく

ほか、こどもたちみんなが、自信をもって成長し、よりよい社会の担い手

となるよう、自己肯定感や他者への思いやりを育み、心身の健康・体力の増

進を図ります。 

テーマ２ 自分らしさ 

ひとりひとりのこどもが自分のよさや可能性を認識するとともに、

その個性や能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うこと、

また、自分の将来に夢や希望をもって過ごせるようにすることが、これから

の教育に一層求められています。 

本区では、個々の教育ニーズを的確に把握し、学校生活や学習上の問題

点を改善・克服するとともに、日本語指導を必要とするこどもの増加など、

新たな課題やニーズに適切に対応していきます。 

また、こどもや保護者の気持ちに寄り添い、教育に関する諸問題の未然防

止や課題の早期発見、早期解決に向けて、よりよい教育相談システムの構築

を図ります。 

 

 

江東区教育理念を実現するため、次の４つのテーマを設定します。また、すべてのテーマに共通して、教育のＩＣＴ化に取り組みます。 
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テーマ３ 環境 

本区は、臨海部の開発や区内全域の新たなマンション建設等に伴い、児

童・生徒数が増えており、今後もこの傾向が続く見通しであることから、校

舎等の増設が必要となっているほか、計画的更新も急務となっています。 

そのため、これらの課題に取り組み、こどもたちが安全・安心に学校に通

い、充実した学校生活をささえる教育環境を整備します。 

 

 

 

テーマ４ つながり 

こどもたちの成長のためには、教員の指導力向上や、家庭、地域住民、

図書館をはじめとする地域の教育機関や企業と学校の連携・協働により、

学びをささえる環境づくりが必要です。 

そのため、教員が高い指導力を発揮し、真に必要な教育活動を行うため

の改革をしていくほか、目指す教育目標を家庭・地域・学校が共有し、学校

運営を行う協働の体制づくりを進め、地域の教育力を向上させていきま

す。 

 

４つのテーマにつながる 
教育のＩＣＴ化 

学校運営に関連する様々な場面において、ＩＣＴを効果的に活用

し、時代の変化に対応した教育を行うとともに、学習活動の量的・

質的充実や様々な教育課題に対応していきます。 
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 確かな学び 

豊かな心 

こうとう学びスタンダードを基軸に、主体的・対話的

で深い学びを通して、これからの時代に求められる

資質・能力を育みます。 

自分の大切さとともに他の人の大切さを

認める優しい心、多様性を認め合える心を

育みます。 

個に応じた教育 
多様なニーズに応じた、きめ細かな教育支援を行

います。 

丁寧な相談 
相談しやすい体制を整え、きめ細かな相

談を行うとともに、学びの場の充実を図

ります。 

健やかな体 
健康で安全な生活と 

豊かなスポーツライフを 

実現するための資質・能力 

を育みます。 

 

施設の整備・充実 
地域教育活動や家庭での

教育を支援するシステムの

構築・充実を図ります。 

学校施設の整備・充実や 

適正な維持管理により、 

良好な教育環境を確保します。 

テーマ 1 テーマ 2 

夢に向かって 
のびのびと育ち、 

未来を担う人になる 

 

ｗith・・・ 

～ともに～ 

学び・育ち 自分らしさ 

みんなに ひとりひとりに 

１ 

２ 

４ 

５ 

３ 

環境 つながり 地域・家庭 ８ ６ 

学校・教員 

安全安心・居場所づくり 

９ 

教員の指導力等を向上させるとともに、

学校における働き方改革を推進します。 
ささえる ７ 

登下校の安全確保や放課後の居場所づくりを 

行い、こどもたちが毎日楽しく過ごすための 

環境を整えます。 
図書館・大学・企業等 10 

社会に開かれた教育課程の実現を目指し、図書館・

大学・企業等との効果的な連携を推進します。 

テーマ 3 テーマ 4 

 

 

情報活用能力の向上 

超スマート社会(Society5.0)の到来を

見据えた人材を育成するため、こどもたち

の情報活用能力を向上させます。 
 

新たな教育手法の確立 

個性や能力に応じた教育の推進など、新

たな教育手法の確立をＩＣＴで実現し、個を

大切にした教育を行います。 
 

学校運営の効率化 

学校運営の効率化をＩＣＴで実現し、教員の

事務負担を軽減することで、こどもたちと

向き合う時間を確保します。 

 

４つのテーマにつながる  

教育のＩＣＴ化 

１ 

２ 

３ 

４つのテーマと教育のＩＣＴ化 全体像 
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（１４）安心で健やかな居場所の確保・・・江東区放課後こどもプラン 

（１５）安全を確保する環境の構築・・・通学路安全対策、学校安全、地域防災力の向上 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

（８）一人一人を大切にする教育・・・個性や能力に応じた教育、特別な支援が必要なこどもの教育 

（９）新たなニーズへの対応・・・日本語指導が必要なこどもの支援 

（１）こうとう学びスタンダード（ﾈｸｽﾄｽﾃｰｼﾞ）の推進・・・主体的・対話的で深い学び、習得・活用・探究 

（２）生きる力を育む特色ある教育・・・ＩＣＴ教育、英語教育、俳句教育、キャリア教育、環境教育 

（３）連続した学びの保障・・・保幼小中連携、就学前教育の充実 

（２１）図書館サービスの充実・・・地域読書活動、地域情報拠点としての機能充実 

（２2）大学や企業との連携・・・専門性を生かした教育活動 

（６）体力の向上・・・運動習慣の確立、体育（保健体育）の授業改善、部活動 

（７）心と体の健やかな成長・・・健康教育、食育、豊かなスポーツライフの実現 

テ
ー
マ
１ 

テ
ー
マ
２ 

テ
ー
マ
３ 

テ
ー
マ
４ 

 教育のＩＣＴ化 

取組例 

情報モラル教育 

プログラミング教育 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

 １ 

オンライン学習の充実  ２ 

 ３ 勤怠管理の電子化 

（４）自他を大切にする優しい心の育成・・・人権教育、道徳教育、自己肯定感を高める教育、いじめ防止 

（５）多様性を認め合う教育・・・共感的に理解できる心の育成、挑戦する心の育成、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育 

（１０）教育相談システムの充実・・・ワンストップ型教育相談、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ等の活用、専門職との連携 

（１１）学びの場の確保・・・魅力ある学校づくり、不登校の未然防止、ブリッジスクール、関係機関連携 

＜＜全体像の見方＞＞ 

教育推進プラン・江東（第２

期）は江東区教育理念の実現

を目標とし、４つのテーマとそ

れに紐づく１０の施策、４テーマ

に共通した「教育のＩＣＴ化」を

設定しています（前ページ）。 

また、各施策を実行するた

め、２２の取組指針とそれを構

成する主要な取組を設定して

います（本ページ）。 

（１９）教員の指導力向上・・・組織的な研究支援、経験や職層等に応じた研修 

（２０）教員の働き方改革の推進・・・サポート体制の充実、教員業務等の見直し 

（１２）学校施設の整備・・・収容対策、計画的更新（改築、長寿命化改修）、維持管理 

（１３）学校 ICT 環境の整備・・・ＩＣＴ機器の充実、校内ネットワーク環境の整備 

（１６）地域や家庭との連携・協働・・・地域学校協働本部、コミュニティ・スクール、家庭教育 

（１７）学習機会の確保・・・就学援助、就学奨励、奨学金、他部署との連携 

（１８）学校情報の積極的な発信・・・学校評価、学校公開、学校ホームページ、こうとうの教育 
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第３章 江東区の未来を担うこども

を育む４つのテーマと１０の施策 
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テーマ１ 学び・育ち 
確かな学び 

豊かな心 

健やかな体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 

2

3 
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１ 確かな学び 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

確かな学び １ 

「こうとう学びスタンダード」を基軸に、主体的・対話的で深い学びを通して、これからの時代に求められる資質・能力を育みます。 

「学び方」「体力」「国語」「算数」「数学」「英語」スタンダードから

なる「こうとう学びスタンダード」について、これまでの取組や

新学習指導要領等の趣旨を踏まえ、令和元年度に「こうとう学

びスタンダード（ネクストステージ）」として刷新し、令和２年度

からは「就学前教育スタンダード」を追加し、７つのスタンダード

に取り組んでいます。 

本区では、「こうとう学びスタンダード(ネクストステージ)」を通じて、本区で学ぶこどもたち

に必ず身に付けさせたい内容を示し、指導方法を工夫・改善して、学力向上を図っています。ま

た、就学前教育の推進や保幼小中の円滑な接続を図り、発達や学びの連続性を踏まえた指導を

行っています。さらには、ＩＣＴ教育や英語教育、俳句教育など特色ある教育を通じて、生きる力

の育成を図っています。 

 

教育に関する意識調査によると、保護者において「こうとう学びスタンダード」の考え方への

評価・理解が広がっている状況がうかがえます。さらなる定着に向けて、教育の内容等を教科

横断的な視点で組み立てるカリキュラム・マネジメントに基づく、授業改善が求められます。 

 

今後も、「こうとう学びスタンダード(ネクストステージ)」を基軸に、ＩＣＴ教育をはじめ、生き

る力を育む特色ある教育の推進とともに、保幼小中の連続した学びの保障のもとで、これから

の時代に求められる資質・能力の育成につなげていきます。 

 

こうとう学びスタンダード(ネクストステージ)  https://www.city.koto.lg.jp/581502/kodomo/gakko/hoshin/74465.html 

【成果指標】 

指標名 現状値（年度） 目標値（目標年度） 

全国学力調査※ 

…都を 100 としたときの区児童・生徒の平均値 

小学校 １０５．２（令和元年度） １０７（令和６年度） 

中学校 １０２．２（令和元年度） １０５（令和６年度） 

※江東区長期計画より抜粋。過去５年間の経年変化を基に目標値を算出 

【キーワード】 こうとう学びスタンダード 

（ネクストステージ） 

学
び
・
育
ち 

こうとう学びスタンダードによる「学びの品質保証」 

https://www.city.koto.lg.jp/581502/kodomo/gakko/hoshin/74465.html
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「こうとう学びスタンダード(ネクストステージ)」の推進 

取組（１） 主体的・対話的で深い学び 

 「こうとう学びスタンダード定着度調査」結果等を基に一人一人の習得状況を把握分析し、個
に応じた指導の充実を図ります。 

 江東区教育委員会研究協力校、江東区教育委員会教育課題研究校を中心に主体的・対話的
で深い学びの充実を目指した授業研究を実施し、区内他校に成果を広めていきます。 

 授業力に優れた教員を授業力向上アドバイザーに任命し、区内教員を対象に授業公開します。 

取組（２） 習得・活用・探究 

 基礎・基本の定着を図るとともに、深い学びを実現する授業改善を推進します。 

生きる力を育む特色ある教育 

取組（３） ＩＣＴ教育 

 ＩＣＴ機器を効果的に活用することにより授業の質の向上を図り、情報活用能力を育成します。 

取組（４） 英語教育 

 英語スタンダード指導資料を基にした授業改善を図るとともに、外国人講師や体験型英語教
育施設などを活用し、英語教育の充実を図ります。 

取組（５） 俳句教育 

 俳句教育を全校の教育課程に位置付け、俳句づくりを通して、児童・生徒の感性を磨きます。 

取組（６） キャリア教育 

 キャリアパスポートの活用や職場体験等を通して、望ましい勤労観、職業観等を育みます。 

取組（７） 環境教育（温暖化対策課との連携） 

 体験活動等を通して環境に対する豊かな感受性や探究心を育みます。 

 各教科や活動と連携した環境教育の一層の拡充を図ります。 

連続した学びの保障 

取組（８） 保幼小中連携（保育課・保育計画課との連携） 

 「江東区連携教育の日」の充実や「江東区保幼小連携教育プログラム」の活用を通して、保
幼小中の連携を図ります。また、小中連携の充実とともに、小中一貫教育を推進します。 

取組（９） 就学前教育の充実（保育課・保育計画課との連携） 

 幼稚園教育要領等に基づき、就学前教育スタンダードの取組を推進するなど、質の高い教育
を各園において実施します。 

■ こうとう学びスタンダードの確実な定着 

こうとう学びスタンダードに取り組み、授業改善を図

っています。令和元年度に実施した「こうとう学びスタン

ダード定着度調査」によると、各教科とも、最終学年にお

いて毎年定着度の向上の傾向がみられています。 

こうとう学びスタンダードの確実な定着のため、小中

学校・義務教育学校に学びスタンダード強化講師を配置

しています。講師への研修会を通して、資質・能力を高

めていく取組を進めています。 

 

■ こうとう学びスタンダードの考え方への評価・理解

の広がり 

保護者への意識調査によると、学力や体力の向上の

ための取組について、前回調査と比べて、スタンダード

の効果を評価・理解する人の割合が増加しています。 

 

【現状と課題】 【主な取組内容】 

１ 

2 

3 

江東区保幼小連携教育プログラムの概要  https://www.city.koto.lg.jp/582101/kodomo/gakko/jigyo/sonota/64471.html 

学力や体力の向上に向けた基準を定め、こどもたちに身に付けさせる

取組について 

出典：江東区の教育に関する意識調査（保護者調査） 

https://www.city.koto.lg.jp/582101/kodomo/gakko/jigyo/sonota/64471.html
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２ 豊かな心 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊かな心 ２ 

自分の大切さとともに他の人の大切さを認める優しい心、多様性を認め合える心を育みます。 

「自己肯定感」とは、自分に対する肯定的な意識のことで、内

閣府が平成３０年度に実施した「我が国と諸外国の若者の意

識に関する調査」で、日本の若者（満１３歳～満２９歳）は、諸外

国の若者と比べて、自身を肯定的に捉えている者の割合が低

い傾向にあるとの結果が公表されています。 

 

本区では、平成３０年３月に「健全育成総合対策」及び「江東区いじめ防止基本方針」を改訂

し、いじめ防止の取組を推進するとともに、「道徳授業地区公開講座」や「幼児の道徳性育成研

修会」等を通じて、こどもたちの心の教育について、保護者や地域の方々とともに考え、意見

交換会を行い、その成果を、道徳教育の充実につなげています。また、各学校で取り組んでい

る特色ある体験活動や協働する活動を通して、こどもたちが自分自身の将来に希望を抱き、

「自己肯定感」を高めることができるよう取り組んでいます。 

 

教育に関する意識調査によると、こどもには将来、他者への思いやりや自己肯定感をもち、

困難を乗り越えられる大人になってもらいたいと考える保護者が比較的多くなっています。

他者との交流の中で、様々な価値観があること等を学び、自己肯定感や多様性を認める心、課

題に立ち向かう心を育む教育が求められています。 

 

今後も、人権教育や道徳教育、自己肯定感を高める教育、いじめ防止対策等の推進を通じ

て、自分の大切さとともに他の人の大切さを認める優しい心、多様性を認め合える心の育成

につなげていきます。 

道徳授業地区公開講座  https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/about_morality.html  

【成果指標】 

指標名 現状値（年度） 目標値（目標年度） 

自分にはよいところがあると思う
児童・生徒の割合※ 

小学校 ８０．６％（令和元年度） ８7％（令和６年度） 

中学校 ７３．３％（令和元年度） ８0％（令和６年度） 

人の役に立つ人間になりたいと思う
児童・生徒の割合※ 

小学校 ９４．６％（令和元年度） ９６％（令和６年度） 

中学校 ９２．０％（令和元年度） ９３％（令和６年度） 

いじめはどんな理由があってもいけないと
思う児童・生徒の割合※ 

９５．３％（令和元年度） ９７％（令和６年度） 

※江東区長期計画より抜粋。過去５年間の経年変化を基に目標値を算出 

【キーワード】 自己肯定感 

学
び
・
育
ち 

いじめをテーマにした道徳の授業の様子 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/about_morality.html
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■ 「自己肯定感」の状況 

令和元年度の文部科学省による全国学力・学習状況

調査の本区の結果では、自分にはよいところがあると

肯定的に回答した小学校６年生児童は８０．６％、中学校

３年生生徒は７３．３％です。 

 

■  「自己肯定感」に重きを置く保護者が増加 

保護者への意識調査によると、より充実していくべき

教育に関する施策・取組として、「人を思いやる心を持っ

ている人」が最上位で、「自己肯定感をもち、自分に自信

を持っている人」、「困難を乗り越えられる人」と続いて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ いじめの対策 

いじめの早期発見等に向け、スクールカウンセラーに

よる全員面談（小５、中１）を実施しており、さらなる相談

機会の充実が求められています。 

【現状と課題】 【主な取組内容】 

４ 

５ 

将来どんな大人になってもらいたいですか 

出典：江東区の教育に関する意識調査（保護者調査） 

江東区いじめ防止基本方針  https://www.city.koto.lg.jp/581502/kodomo/gakko/hoshin/ijime-joushi.html 

自他を大切にする優しい心の育成 

取組（10） 人権教育 

 人権教育プログラムの活用や東京都人権尊重教育推進校の指定、人権教育研修会や「守ろう
人権講演メッセージのつどい」などを通して、人権教育を推進します。 

取組（11） 道徳教育 

 「道徳科」の推進や「幼児の道徳性の育成」に関わる研修会の充実を図ります。 

取組（12） 自己肯定感を高める教育 

 自己への肯定的な気付きを促すため、キャリアパスポートの活用をはじめ、こどもたちが成
就感や達成感を味わったり、他者から認められたりするような様々な取組を推進します。 

取組（13） いじめ防止 

 江東区いじめ防止基本方針に基づくいじめ問題への対応の徹底を図ります。また、児童・生
徒が主体となっていじめ防止に取り組むなど、学校におけるいじめ防止等に関する取組を
推進します。 

 インターネット等におけるいじめ防止のため、ＳＮＳ学校ルールの改訂など情報モラル教育を
推進します。 

 いじめ問題のみならず、複雑化する学校問題の解決に向けスクールロイヤーとの連携体制の
もとで、対応に当たります。 

多様性を認め合う教育 

取組（14） 共感的に理解できる心の育成 

 江東区独自の保幼小中の連携グループを活用し、地域や学校の状況に応じた効果的な異年
齢の交流活動を実施します。 

取組（15） 挑戦する心の育成 

 アスリートの派遣や職場体験など、地域や企業と連携した学習を通して、こどもたちの挑戦
する心の育成に努めます。 

取組（16） オリンピック・パラリンピック教育 

 オリンピック・パラリンピック教育のレガシーとして、世界に挑戦する意欲や国際社会への貢
献意識を未来に引き継ぎます。 

 ボッチャ体験などの活動を通してパラリンピック競技に慣れ親しむとともに、障害者理解を
深めます。 

https://www.city.koto.lg.jp/581502/kodomo/gakko/hoshin/ijime-joushi.html
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３ 健やかな体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健やかな体 ３ 

健康で安全な生活と豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育みます。 

部活動指導員は、校長の監督のもと部活動の顧問として技術

的な指導を行うだけでなく、大会への引率等も行うことが可

能な学校職員です。「教員の働き方改革」の一環として、平成

29 年度より制度化されています。 

 

本区では、「体力スタンダード」を基本として、こどもたちが心身の調和のとれた発達を遂げ

ることができるよう、体育の授業や教育活動全体を通して体力向上を図る取組を推進してい

ます。令和元年度には、「部活動指導員」を導入し、持続可能な部活動運営に向けて取り組んで

いるほか、「拠点校方式の特色ある部活動」の運営・指導に取り組んでいます。また、児童・生徒

への食生活アンケート実施結果を活用し、食に関する指導を実施するなど、食育を推進してい

ます。 

 

教育に関する意識調査によると、学校で行っている体力向上に向けた取組について、「日常

的に運動に楽しめる機会」の充実を求める意見が比較的多くなっています。運動習慣の定着と

個に応じた運動能力の向上のための取組が求められています。 

 

今後も、体力の向上を目指した運動習慣の確立・定着とともに、体育（保健体育）の授業改善

や部活動の推進、また、心と体の健やかな成長に向けた食育の推進や豊かなスポーツライフを

実現するための資質・能力を育んでいきます。 

 

江東区立学校に係る部活動の方針（部活動ガイドライン）  https://www.city.koto.lg.jp/582101/20191206.html 

【成果指標】 

指標名 現状値（年度） 目標値（目標年度） 

全国体力調査※ 

…都を100としたときの区

児童・生徒の平均値 

小学校 
男子児童 99.2（平成３０年度） １０１（令和６年度） 

女子児童 99.6（平成３０年度） １０2（令和６年度） 

中学校 
男子生徒 100.1（平成３０年度） １０2（令和６年度） 

女子生徒 99.4（平成３０年度） １０3（令和６年度） 

※江東区長期計画より抜粋。過去５年間の経年変化を基に目標値を算出 

【キーワード】 部活動指導員 

ボール投げに取り組む体育の授業での様子 

学
び
・
育
ち 

https://www.city.koto.lg.jp/582101/20191206.html
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■ 体力スタンダードの確実な定着 

研修会の充実、スタンダード指導資料の修正やスタン

ダード強化講師の効果的な活用を通じて体育の授業の

充実を図り、令和元年度における新体力テストの結果が

小学校・義務教育学校（前期課程）で８種目中４種目、中

学校・義務教育学校（後期課程）で８種目中３種目、男女

ともに東京都の平均を上回っています。 

 

■ 運動の楽しさを味わえる機会を求めている保護

者が多い 

保護者への意識調査によると、学校で行っている体

力向上に向けた取組で、もっと力を入れてほしいことは

「日常的に運動に楽しめる機会」が最上位となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 保健学習や健康に関わる取組の充実 

全校で薬物乱用防止教室を実施したほか、食育の取組

として、生産体験を実施するとともに、本区の伝統野菜

や東京産の食材を授業や学校給食に使用しています。 

【現状と課題】 【主な取組内容】 

６ 

７ 

学校で行っている体力向上に向けた取組で、もっと

力を入れてほしいこと 

出典：江東区の教育に関する意識調査（保護者調査） 

江東区スポーツ推進計画  https://www.city.koto.lg.jp/104010/kuse/shisaku/torikumi/sportskeikaku_2015.html 

体力の向上 

取組（17） 運動習慣の確立 

 児童・生徒が手軽に行える運動を経験し、運動に慣れ親しむことができるよう、体力スタン
ダードのわくわくタイムやウォームアップタイムの取組の充実を図ります。 

 アスリートや大学教授等の専門性の高い講師を活用した体育実技研修会の充実を図ります。 

 障害のある無しに関わらず取り組みやすいボッチャを通して、こどもたちの運動機会の確保
を図ります。 

取組（18） 体育（保健体育）の授業改善 

 児童・生徒が、運動の楽しさを味わうとともに、体力スタンダードに示した基礎的・基本的な
動きや技能を身に付ける指導の改善を図ります。 

取組（19） 部活動（スポーツ振興課との連携） 

 区の「部活動ガイドライン」に基づき、適切な部活動運営を進めるとともに、地域と連携した
新たな部活動制度を目指します。 

 部活動指導員の配置校を拡充し、教員の部活動指導に係る時間等の負担軽減を図り、持続可
能な部活動運営を目指します。 

 江東区独自の環境を生かした「特色ある部活動」を運営します。 

心と体の健やかな成長 

取組（20） 健康教育 

 健康に関する理解・啓発と生活習慣の改善に向けて、授業や活動を通じて健康・安全に関す
る指導の充実を図ります。 

取組（21） 食育（健康推進課との連携） 

 親子料理教室や食育展、各学校の実践内容等について、「食育リーダー研修」等を通じて情報
の共有を図り、さらなる食育の推進につなげます。 

取組（22） 豊かなスポーツライフの実現（スポーツ振興課との連携） 

 生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するため、運動の楽
しさや喜びをこどもたちに味わわせる授業づくりを行います。 

 

https://www.city.koto.lg.jp/104010/kuse/shisaku/torikumi/sportskeikaku_2015.html
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 ～オリンピック・パラリンピック教育編～ 

 江東区教育委員会では、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会への取組を、重点課題と位置付け、実施してきました。 

 

有明体操競技場で行われる競技「ボッチャ」を

体験し、スポーツの楽しさを感じ、人とのかか

わりを深めました。 

 

瀬立モニカ選手（パラカヌー）をゲストに招き、

夢をもつこと、その実現に向けて努力すること

を学びました。 

「部活動☆夢応援プロジェクト」では、生徒の夢や目標

の実現を応援するため、アスリートやその道の達人等

から指導を受けました。 

「世界の国旗・国歌について学ぼう」では、オリンピ

ック・パラリンピックに参加する国の国旗や国歌に

ついて理解を深めました。 

 

「江東区にオリンピック・パラリンピックがやって

くる」では、区内にある競技会場が出来上がって

いく様子を見学しました。 
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テーマ２ 自分らしさ 
個に応じた教育 

丁寧な相談 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5
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４ 個に応じた教育 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個に応じた教育 ４ 

多様なニーズに応じた、きめ細かな教育支援を行います。 

「こうとう学びスタンダード」の確実な定着と学力のさらなる

向上を目指して、授業における教科指導（少人数指導、ティー

ムティーチング指導）を行う、本区独自の講師を区内の小中学

校・義務教育学校に配置しています。 

 

本区では、「学びスタンダード強化講師」の配置をはじめ、少人数指導や習熟度別による授業

を実施し、児童・生徒一人一人に応じた指導の工夫・充実を図っています。また、各幼稚園・小

中学校・義務教育学校に「学習支援員」を配置し、発達障害のあるこどもの学習支援・安全管

理・生活介助を行っています。さらに、全小中学校で特別支援教室の巡回指導に向けた教室等

の整備を実施したほか、障害に応じた特別支援学級を設置しています。 

 

教育に関する意識調査によると、より充実していくべき教育に関する施策・取組として、「少

人数指導・習熟度別による授業」が最上位にあがっており、少人数指導等への保護者の期待の

高まりがうかがえます。一人一人に応じた指導等の充実が求められています。 

 

今後も、特別な支援を必要とするこどもの増加や日本語指導を必要とするこどもの増加を

踏まえつつ、一人一人を大切にする教育を行うとともに、新たなニーズにも対応した、きめ細

かな教育支援を行います。 

 

特別支援教室  https://www.city.koto.lg.jp/582102/kodomo/gakko/jigyo/tokubetsu/96126.html 

【成果指標】 

指標名 現状値（年度） 目標値（目標年度） 

一人一人を大切にした教育が行われていると思

う保護者の割合※1 
８9.０％（令和元年度） ９０．０％（令和７年度） 

特別支援教室入級退級委員会の審査により、退級

者となった児童の割合(小学校) ※２ 
８．４％（令和元年度） ―

※１ 過去５年間の経年変化を基に目標値を算出  

※２ 江東区長期計画より抜粋。現状把握の数値であるため、目標値の設定なし  

 

【キーワード】 学びスタンダード強化講師 

自
分
ら
し
さ 

習熟度別の少人数指導の様子 

https://www.city.koto.lg.jp/582102/kodomo/gakko/jigyo/tokubetsu/96126.html
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■ 少人数指導等への保護者の期待の高まり 

保護者への意識調査によると、より充実していくべき

教育に関する施策・取組として、「少人数指導・習熟度別

による授業」が最上位で、「国際性を身につける教育」、

「いじめ・不登校対策」と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 特別支援学級の在籍児童・生徒数等が増加 

特別支援学級の在籍児童・生徒数が増加傾向であり、

加えて、通常学級在籍児童・生徒の発達障害など特別な

支援の必要性も高まっています。教育内容・指導体制の

充実、組織的・継続的な支援体制の整備を進める必要が

あります。 

 

【現状と課題】 【主な取組内容】 

８ 

９ 

就学相談 https://www.city.koto.lg.jp/582102/kodomo/kosodate/sodan/101531.html 

江東区がより充実していくべき教育に関する施策・取組 

出典：江東区の教育に関する意識調査（保護者調査） 

一人一人を大切にする教育 

取組（23） 個性や能力に応じた教育 

 ICT 機器を活用した教育活動を推進し、一人一人の習得状況を把握分析するとともに、個に
応じた指導の充実を図ります。 

 学びスタンダード強化講師を活用し、少人数指導やティームティーチングによる指導の充実
を図ります。 

取組（24） 特別な支援が必要なこどもの教育（障害者施策課・障害者支援課との連携） 

 インクルーシブ教育を推進するために、教職員の専門性の向上、人的支援の充実を図りま
す。 

 特別な支援を必要とするこどもが、安心して学べる、地域による偏りのない教育環境整備を
進めます。 

 より丁寧な就学相談を進めるために、ICT 活用による相談体制の強化を図るとともに、専門
職の人材育成を進めます。 

新たなニーズへの対応 

取組（25） 日本語指導が必要なこどもの支援 

 学校における日本語指導の充実を図るために、多言語に対応した講師派遣を進めるととも
に、個別指導や小集団指導などを組み合わせ、習熟度に応じた指導を展開します。 

 関係機関を活用した日本語指導の充実、大学連携の充実、地域人材との連携強化を図りま
す。 

 グローバル人材の育成や多様な文化の理解を推進するために、外国にルーツをもつこども
の学びの機会を充実するとともに、日本人のこどもの多文化理解教育を進めます。 

 

https://www.city.koto.lg.jp/582102/kodomo/kosodate/sodan/101531.html
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５ 丁寧な相談 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丁寧な相談 ５ 

相談しやすい体制を整え、きめ細かな相談を行うとともに、学びの場の充実を図ります。 

「スクールソーシャルワーカー」は、社会福祉に関する専門的な

知識や技術を有する者で、問題を抱えた児童・生徒に対し、児

童・生徒が置かれた環境への働きかけや、関係機関等とのネッ

トワークの構築など、多様な支援方法を用いて課題解決への

対応を図っていく人材です。 

 

本区では、こどもや保護者の悩みに丁寧に寄り添い、問題の早期発見、早期対応を行うこと

が重要であると考え、区独自のスクールカウンセラーを配置しているほか、「スクールソーシャ

ルワーカー」を活用し、関係諸機関に働きかけて児童・生徒が抱えている問題の解決を支援し

ています。また、全校で不登校担当者を定め、不登校未然防止連絡会を開催する等、不登校の

未然防止に関わる取組を実施しています。 

 

教育に関する意識調査によると、現在本区で取り組んでいる教育に関する施策のうち、教

育センターの「ワンストップ型教育相談窓口の設置」、「スクールソーシャルワーカー」といった

深刻なケースへの対応に関する施策の認知度が低い状況がうかがえます。問題の未然防止や

課題の早期発見、早期解決のため、相談事業の認知の向上や相談しやすい体制整備が求めら

れます。 

 

今後も、全ての児童・生徒が明るくのびのびと通うことができる学校を目指して、対面相談

だけでなく、ＳＮＳも活用しながら教育相談を充実させることで、問題の早期発見、早期対応を

行います。また、ブリッジスクールでの学習・相談支援の充実に努め、不登校児童・生徒等の学

びの場の確保を図ります。 

 

ワンストップ型教育相談窓口 https://www.city.koto.lg.jp/581601/kodomo/gakko/jigyo/kyoiku/6167.html 

【成果指標】 

指標名 現状値（年度） 目標値（目標年度） 

区配置スクールカウンセラー派遣校数※１ 7５校（令和元年度） ８９校（令和７年度） 

スクールソーシャルワーカー対応件数※２ 2,095 件（令和元年度） － 

SNS 教育相談 相談件数※２ 127 件（令和元年度） － 

※１ 過去５年間の経年変化を基に目標値を算出  

※２ 現状把握の数値であるため、目標値の設定なし    

 

【キーワード】 スクールソーシャルワーカー 

各専門職が集まるケース会議で対応策を検討 

自
分
ら
し
さ 

https://www.city.koto.lg.jp/581601/kodomo/gakko/jigyo/kyoiku/6167.html
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■ 個に寄り添った相談体制の充実 

不登校生徒の在籍校への復帰や自立支援を基本とし

つつ、生徒の状況に応じて、丁寧な進路相談を実施して

います。進学を機に、新たな環境での学校復帰を目指す

生徒への支援に取り組んでおり、面接指導や小論文指

導、保護者説明会等の実施により、進学への意欲を高め

ています。 

 

■ 相談に関する施策の認知度が低い 

保護者、区民への意識調査によると、現在江東区で取

り組んでいる教育に関する施策について、教育センター

の「ワンストップ型教育相談窓口の設置」、「スクールソー

シャルワーカーの配置」といった深刻なケースへの対応

に関する施策の認知度が低い状況です。 

【現状と課題】 【主な取組内容】 

10 

11 

現在江東区で取り組んでいる教育に関する施策について知っているもの 

出典：江東区の教育に関する意識調査（保護者調査、区民調査） 

ブリッジスクール（適応指導教室） https://www.city.koto.lg.jp/581502/kodomo/gakko/jigyo/6177.html   

教育相談システムの充実 

取組（26） ワンストップ型教育相談 

 ワンストップ型教育相談窓口を開設し、元校長等の教育相談員が教育の悩みを丁寧に聞き取
り、悩みに応じた適切な専門職につなげていきます。 

 関係の専門職の集まるケース会議を定期開催し、教育の悩みに関する問題解決を図ります。 

 オンライン相談を実施するなど、きめ細かな教育相談を継続的に進めます。 

取組（27） スクールソーシャルワーカー等の活用（こども家庭支援課との連携） 

 こどもたちを取り巻く家庭環境等の問題について、スクールソーシャルワーカーが関わり、学
校や関係機関等との連携により問題の解決を図ります。 

 こどもたちの抱える不安や悩みについてスクールカウンセラーを派遣し、一人一人の心に寄
り添った丁寧な相談を進めます。 

取組（28） 専門職との連携 

 教育相談について、様々な専門機関や専門の資格をもった職員と連携を行い、相談内容につ
いて、より専門的なアドバイスを可能にし、問題の未然防止や早期解決につなげていきます。 

 ＳＮＳ教育相談アカウントを年間通じて開設し、悩みを抱える中学生とのつながりを維持しな
がら継続的な相談を行います。 

学びの場の確保 

取組（29） 魅力ある学校づくり 

 児童・生徒に１人１台端末を貸与し、教室以外の場で学べる環境を整えます。 

 「心の教育推進校」を指定し、その効果的な取組を他校に広め、こどもの心に寄り添った指導
の充実を図ります。 

取組（30） 不登校の未然防止 

 不登校総合対策【第２次】に基づき、不登校担当者会・不登校未然防止連絡会の充実を図り、
不登校の未然防止・早期支援に取り組んでいきます。 

取組（31） ブリッジスクール 

 在籍校とブリッジスクール等が連携した相談支援体制の充実を図ります。 

取組（32） 関係機関連携 

 フリースクールなどの民間施設や NPO 等との連携について検討していきます。 

https://www.city.koto.lg.jp/581502/kodomo/gakko/jigyo/6177.html
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 ～江東区の特色ある教育・活動編～ 

 江東区の地域等を生かした特色ある教育・活動を行い、こどもたちの生きる力を育んでいます。 

 

外国人講師による英語教育では、こどもたち

が進んでコミュニケーションをとります。 

俳句を通じてこどもたちの言語力・表現力・
想像力を高めるため、俳句指導講師を各校
に派遣しています。 
 

カヌー部は区立学校に通う中学生が参加できる拠点

校方式の部活動です。主に旧中川で練習しています。 

 

 

幼児との交流学習など、様々な体験活動

を通してキャリア教育を推進しています。 

 

中学校生徒海外短期留学では、カナダ・スクォ
ミッシュに滞在し、姉妹都市であるサレー市に
表敬訪問しています。 
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テーマ３ 環境 
施設の整備・充実 

安全安心・居場所づくり 
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６ 施設の整備・充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設の整備・充実 ６ 

学校施設の整備・充実や適正な維持管理により、良好な教育環境を確保します。 

改築では、児童・生徒・教職員・ＰＴＡ・地域住民が集まり「改築

ワークショップ」を開催して、みんなの意見や思いを取り入れ、

こどもたちや地域に愛される学校を目指し整備を進めていま

す。また、江東区は木材加工・流通の拠点「新木場」を有してい

ることから、改築・改修時には木材をふんだんに使用する「木

質化」を実施し、木のぬくもりに包まれた施設整備を推進しま

す。あわせて、バリアフリー化や防災力強化も図りながら環境

にやさしい良好な教育環境を目指しています。 

本区では、児童・生徒数の増加にあわせた校舎等の増設とともに、「江東区立小中学校の改

築・改修に関する基本的な考え方」に基づき、校舎等の改築や長寿命化改修を計画的に進め、

「学校施設の整備」を図ります。また、全小中学校・義務教育学校に無線ＬＡＮ環境を整備し、大

型提示装置やタブレット端末を導入するなど、学校ＩＣＴ環境の整備を進めています。 

 

教育に関する意識調査によると、ＩＣＴ教育の推進にあたり「学校にＩＣＴ機器を整備していく

べきだ」とする保護者及び区民が比較的多くなっています。児童・生徒の興味や意欲を引き出

し、わかりやすい授業づくりを推進するため、学校ＩＣＴ環境の積極的な整備が求められていま

す。 

 

今後も、児童・生徒数の増加に対応した収容対策、計画的更新（改築、長寿命化改修）によ

る、学校施設の整備とともに、こどもたちの学力の向上と学びの継続を保障するために、学校

ICT 環境の整備を通じて良好な教育環境を確保します。 

 

江東区立小中学校の改築・改修に関する基本的な考え方【概要】 https://www.city.koto.lg.jp/580501/kuse/shisaku/torikumi/72790.html 

【成果指標】 

指標名 目標値（目標年度） 

改修・改築を実施した学校数※ 
小学校 ５校（令和２～６年度） 

中学校 ６校（令和２～６年度） 

※江東区長期計画より抜粋    

 

【キーワード】 学校施設の整備 

改築工事後の香取小学校の図書室 

環
境 

https://www.city.koto.lg.jp/580501/kuse/shisaku/torikumi/72790.html
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■ 校舎等の増設と改築・改修計画 

児童・生徒数の増加に伴い、校舎等の増設に取り組

み、良好な教育環境を整備し、対応する必要があります。 

また、学校施設の改築・改修にあたっては費用縮減の

ため、ライフサイクルコストを十分に検討する必要がある

とともに、改築・改修中の児童・生徒への負担を最小限に

抑える必要があります。 
 

■ 学校ＩＣＴ環境の整備 

令和元・２年度に大型提示装置を小学校の全普通教

室に常設するなど、ＩＣＴ機器の整備を進めています。 
 

■ ＩＣＴ機器の整備が優先課題 

保護者、区民への意識調査によると、学校がＩＣＴ教育

をすすめていく上で必要なことについて、保護者、区民

ともに「ＩＣＴ環境を構築するため、学校にＩＣＴ機器を整

備していくべきだ」との回答が最上位となっています。 

 

【現状と課題】 

学校施設の整備 

取組（33） 収容対策 

 急増する児童・生徒への対応として、必要に応じて校舎の増築や教室改修に取り組みます。 

取組（34） 計画的更新（改築、長寿命化改修） 

 校舎の老朽化や児童・生徒推計等を踏まえ、工事の優先順位を考慮しながら、改築・改修を計
画的に実施していきます。 

取組（35） 維持管理 

 教育施設の維持管理にあたり、児童・生徒の安全・安心を確保しつつ、中長期的な維持管理等
に係るトータルコストの縮減に努めます。 

学校ＩＣＴ環境の整備 

取組（36） ＩＣＴ機器の充実 

 国が推進する「ＧＩＧＡスクール構想」を踏まえた、児童・生徒１人１台の端末整備のほか、時代
に即したＩＣＴ機器の充実を図ります。 

 普通教室・特別教室への大型提示装置の配置を推進します。 

取組（37） 校内ネットワーク環境の整備 

 ＩＣＴ教育の基盤である、高速大容量の校内無線ＬＡＮ環境の整備を進めます。 

 

【主な取組内容】 

12 

13 

出典：江東区の教育に関する意識調査（保護者調査、区民調査） 

ＧＩＧＡスクール構想の実現について（文部科学省） https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm 

学校がＩＣＴ教育をすすめていく上で必要なこと 

大型提示装置 校務用ＰＣ １人１台端末 

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm
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７ 安全安心・居場所づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全安心・居場所づくり ７ 

登下校の安全確保や放課後の居場所づくりを行い、こどもたちが毎日楽しく過ごすための環境を整えます。 

江東区放課後こどもプランは、放課後児童クラブ、放課後こど

も教室における取組の方向性を示した計画です。放課後児童

クラブと放課後こども教室の連携・一体型事業である「江東き

っずクラブ」の質的向上、効果的・効率的な仕組みづくりを推

進するとともに、保留児童対策や活動場所の環境改善、地域

との連携等に取り組みます。 

 

本区では、こどもたちの放課後における安全・安心な居場所として、平成３０年４月までに全

小学校・義務教育学校に「江東きっずクラブ」を開設しています。また、登下校時の通学路の安

全確保のため、小学校通学路における防犯カメラ設置とともに、江東区通学路交通安全プロ

グラムに基づき、通学路の定期点検及び合同点検を実施しています。 

 

教育に関する意識調査によると、通学路の安全対策の充実が重要だと思う保護者や区民が

比較的多くなっています。また、年少人口の増加に伴い、放課後児童クラブ利用児童数は緩や

かな増加が見込まれており、登下校時の安全対策とともに、放課後の居場所づくりなど、安

全・安心への一層の取組が求められています。 

 

今後も、登下校の安全対策などによる安全を確保する環境の構築とともに、「江東区放課後

こどもプラン」に基づく放課後の安心で健やかな居場所の確保を通じて、こどもたちが毎日楽

しく過ごすための環境を整えます。 

 

江東きっずクラブ  https://www.city.koto.lg.jp/583211/kodomo/hokago/gakudo/52316.html 

【成果指標】 

指標名 現状値（年度） 目標値（目標年度） 

江東きっずクラブ利用児童の満足度※ ８７．１％（令和元年度） 92％（令和６年度）

行政・地域の活動がこどもにとって地域環境の

安全に役立っていると思う区民の割合※ 
49.4％（令和元年度） 6０％（令和６年度）

※江東区長期計画より抜粋。過去５年間の経年変化を基に目標値を算出 

【キーワード】 江東区放課後こどもプラン 

環
境 

江東きっずクラブで遊ぶこどもたち 

https://www.city.koto.lg.jp/583211/kodomo/hokago/gakudo/52316.html
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■ 江東きっずクラブ利用者の満足度 

利用児童の満足度では、肯定的な回答がＡ登録（自主

的な活動の場を提供）では８１.４％、Ｂ登録（保護者が就

労等で日中家庭にいない世帯のこどもたちを対象に、

保護者に代わって遊びや生活の場を提供）では９０.３％

と、高い評価を維持しています。 
 

■ 安全対策は、情報教育と通学路の対策（防犯カメラ

等）を重視する人が比較的多い 

保護者、区民への意識調査によると、「インターネット

の有害情報やＳＮＳの危険性から守るため、情報教育に

力を入れてほしい」、「防犯カメラの効果的な運用など、

通学路の安全対策を充実してほしい」との回答が上位２

つとなっています。 

 

【現状と課題】 

安心で健やかな居場所の確保 

取組（38） 江東区放課後こどもプラン 

 放課後児童クラブ（Ｂ登録）では、その役割を踏まえつつ、こどもの発達段階に応じた育成と
環境づくりを進めていきます。また、指導員については適切な遊び、生活の援助ができる指
導力を養うとともに、各種研修等を通じて質の向上を図ります。 

 全児童対策である放課後こども教室（Ａ登録）では、対話・遊び・見守りを通じて、児童との信
頼関係の構築を図ります。 

安全を確保する環境の構築 

取組（39） 通学路安全対策（交通対策課との連携） 

 「江東区通学路交通安全プログラム」に基づき、通学路を点検し、安全を確保します。 

 児童の交通安全確保のため登下校時等において、各学校の通学路の状況に応じた児童通学
案内業務従事者の適正な配置に努めていきます。 

取組（40） 学校安全 

 区の災害想定に応じた防災訓練及び避難訓練や、安全教育プログラムに基づく防災教育を
実施します。 

 各地域の状況に応じた交通安全教室を充実させ、交通安全教育を推進します。 

 ＩＣＴ機器等を活用した新たな学校安全の在り方を検討し、こどもたちのさらなる安全確保に
努めます。 

取組（41） 地域防災力の向上（防災課との連携） 

 「江東区学校防災マニュアル」に基づき、各学校で地域の拠点避難所として災害時対応の確
認や事前準備を進めるとともに、地域防災力の向上に向けて学校避難所運営協力本部連絡
会を開催し地域との連携を図ります。 

 災害時の帰宅困難児用備蓄物資について、こどもの増加に応じた適正な配備を進めます。 

【主な取組内容】 

14 

15 

出典：江東区の教育に関する意識調査（保護者調査） 

江東区立学校安全の推進にかかる基本方針について https://www.city.koto.lg.jp/580106/20180730.html 

こどもの安全のために力を入れてほしいこと、重要だと思う安全対策 

https://www.city.koto.lg.jp/580106/20180730.html
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 ～学校施設の整備・充実編～ 

良質な学習環境を整えるため、木のぬくもりを感じる教室づくりや、熱中症対策のための体育館へのエアコン設置等を行っています。 

 

校舎の長寿命化へ対応するため、深川第四中

学校では、大規模な改修工事を行いました。 

増加する児童へ対応するため、扇橋小学

校では、増築工事を行いました。 

熱中症予防等への対応するため、全小中学校の体育館に

空調設備を設置しました。 

区内初の小中一貫教育を行う義務教育学校で

ある有明西学園を新設しました。 

老朽化した校舎を更新するため、第五大

島小学校では、改築工事を行いました。 
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テーマ４ つながり 
地域・家庭 

学校・教員 

図書館・大学・企業等 
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８ 地域・家庭 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域・家庭 ８ 

地域教育活動や家庭での教育を支援するシステムの構築・充実を図ります。 

「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」は、学校と地域

住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能とな

る「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組

みです。学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体と

なって特色ある学校づくりを進めていくことができます。 

本区では、従前より地域や保護者と連携・協力した多様な学校支援の取組が行われており、

令和２年度からは「地域学校協働本部」として、協働体制の強化を図っています。また、家庭で

の教育を支援するため、各種学習会の開催とともに、学校公開や広報紙を通じた情報共有及

び保護者の経済的負担の軽減策等を実施しています。 

 

教育に関する意識調査によると、「こどもの基本的なしつけとして家庭教育は重要だ」とす

る保護者及び区民が多くなっています。新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等

に伴い、家庭教育の重要性が再認識されており、支援のさらなる充実が求められます。 

 

今後も、地域や家庭と連携・協働してこどもたちの成長を支えていくため、「地域学校協働本

部」を通じた地域ネットワークの強化とともに、地域の声を学校運営に反映させる「コミュニテ

ィ・スクール」の設置を推進します。また、オンライン学習会やコンテンツの配信などＩＣＴツー

ルを活用した新たな家庭教育支援の取組や、こどもの学習機会の確保のため、就学援助をは

じめとする保護者の経済的負担の軽減等を適切に行うほか、地域や保護者との信頼関係構築

のため学校情報の積極的な発信を行います。 

 

地域学校協働本部事業 https://www.city.koto.lg.jp/583210/kyoudou.html 

【成果指標】 

指標名 現状値（年度） 目標値（目標年度） 

地域学校協働活動に参加したボランティア数※

１※２ 
３２,４２１名（令和元年度） ３７,９５０名（令和６年度） 

地域と連携した家庭教育学級・講座の

年間延べ参加者数※２ 
1,905 名（令和元年度） ２,５６０名（令和７年度） 

※１ 江東区長期計画より抜粋  

※２ 過去５年間の経年変化を基に目標値を算出 

 

【キーワード】 コミュニティ・スクール 

つ
な
が
り 

地区家庭教育学級の一コマ 

https://www.city.koto.lg.jp/583210/kyoudou.html
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■ コミュニティ・スクール設置へ向けた動き 

地域学校協働本部は全校で実施しており、コミュニテ

ィ・スクールも令和２年度に小学校１校に設置し、今後順

次設置すべく検討を進めていきます。 
 

■ 各発達段階における家庭教育学級・講座の充実 

幼児・小学生・中学生の親を対象とした「家庭教育学

級」や、ＰＴＡ、父母の会等の自主企画による「地区家庭

教育学級」、ＰＴＡ連合会企画の「家庭教育講演会」等、こ

どもの発達段階に応じて家庭教育を支援する各種学習

会を実施しています。 
 

■ 多くの保護者や区民が家庭教育の重要性を認識 

保護者、区民への意識調査によると、家庭教育のイメ

ージについて保護者、区民ともに「こどもの基本的なし

つけとして家庭教育は重要だ」との回答が最上位となっ

ています。 

 

【現状と課題】 【主な取組内容】 

16 

17 

出典：江東区の教育に関する意識調査（保護者調査、区民調査） 

こうとうの教育（第２３号～） https://www.city.koto.lg.jp/580106/kodomo/kyoiku/kohoshi/92299.html  

家庭教育のイメージ 

18 

地域や家庭との連携・協働 

取組（42） 地域学校協働本部 

 地域学校協働本部を通じて、学校と地域が協働しながらこどもの成長を支える体制へと発
展させるために、各校のコーディネーターが軸となって運営する仕組みづくりを進めます。 

取組（43） コミュニティ・スクール 

 地域住民が学校運営に参画する仕組みであるコミュニティ・スクールの導入を進めます。 

取組（44） 家庭教育 

 学校・家庭・地域の連携・協働のもと、家庭教育支援の充実に向けたフレームや人員体制等を
検討します。また、ＰＴＡ等による地域教育活動を推進するため、引き続き、連合会の運営支
援や研修会を実施するほか、地域学校協働本部での協働の在り方を検討します。 

学習機会の確保 

取組（45） 就学援助、就学奨励、奨学金 

 経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者や特別支援学級の児童・生徒の保護者へ
の援助を継続し、適切な運用に努めます。また、高等学校進学者に対しても、国や都の就学支
援制度の動向や奨学資金の貸付状況を鑑みながら、利用しやすい方法を検討します。 

取組（46） 他部署との連携（保護第一課・保護第二課との連携） 

 生活支援部におけるまなびサポート事業への紹介など、他部署との連携を図ります。 

学校情報の積極的な発信 

取組（47） 学校評価 

 学校が目指すべき目標を設定し、その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について、自
己評価や学校評議委員会等による他者評価の結果を公表するとともに、学校・家庭・地域の連
携協力による学校づくりを推進します。 

取組（48） 学校公開 

 開かれた学校づくりの一環として、保護者や地域住民が学校教育活動への理解を深めると
ともに、学校選択の情報源として利用できるよう、安全を確保しつつ実施します。 

取組（49） 学校ホームページ、こうとうの教育 

 学校ホームページやこうとうの教育等を活用し、きめ細かな情報提供を図ります。 

https://www.city.koto.lg.jp/580106/kodomo/kyoiku/kohoshi/92299.html
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９ 学校・教員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

学校・教員 ９ 

教員の指導力を向上させるとともに、学校における働き方改革を推進します。 

「教員の働き方改革」は、学習指導のみならず、学校が抱える

課題がより複雑化・困難化する中で、教員のこれまでの働き方

を見直し、自らの授業を磨くとともに、その人間性や創造性を

高め、こどもたちに対して効果的な教育活動を行うことがで

きるようにするもので、国の審議会において平成３１年１月に

「学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答

申）」が取りまとめられました。 

本区では、教員の指導力向上を高めるために、職層や専門性、教育課題等に応じた研修を

実施しています。また、教員が心身ともに健康な状態で効果的な教育活動を行うことができる

ようにするため、平成２９年度に「学校における働き方改革検討委員会」を設置し、学校閉庁日

の設定や、留守番電話の導入など働き方改革を進めてきました。 

 

教育に関する意識調査によると、「教員の働き方改革」を「必要である」とする保護者や区民

が比較的多くなっています。教員が真に必要な教育活動を効果的に行うことができるよう、人

的な支援や業務を効率化する取組が求められています。また、学校の教員に対して特に望む

ことについて、「非行やいじめなどの問題行動へ適切な対応をしてくれる」「公平に評価してく

れる」「わかりやすい授業をしてくれる」が上位３つの回答となっており、さらなる資質・指導力

の向上が必要となります。 

 

今後も、教員の指導力向上を目的とした組織的な研究支援と経験や職層等に応じた研修と

ともに、教員へのサポート体制の充実や業務等の見直し等を通じた働き方改革に取り組み、教

員の資質の向上につなげていきます。 

 

江東区立学校における働き方改革推進プラン https://www.city.koto.lg.jp/580106/20181031.html 

【成果指標】 

指標名 現状値（年度） 目標値（目標年度） 

授業がわかる児童・生徒の

割合※ 

小学校 
国語 ８６．４％（令和元年度） ９０％（令和７年度） 

算数 ８７．６％（令和元年度） ９０％（令和７年度） 

中学校 
国語 ７７．９％（令和元年度） ８０％（令和７年度） 

数学 ７６．１％（令和元年度） ８０％（令和７年度） 

※過去５年間の経年変化を基に目標値を算出 

                                                   

【キーワード】 教員の働き方改革 

つ
な
が
り 

学校マネジメント講座の様子（教員研修） 

https://www.city.koto.lg.jp/580106/20181031.html
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■ 「授業改善支援チーム」の実施による組織体制の整備 

大学の教授等と大学生がチームとなり、ミドルリーダ

ーの育成を行う「授業改善支援チーム」を学校に派遣し、

教科等の指導力向上に向けた支援を実施しています。 

 

■ 研修の充実や支援訪問の実施 

専門性の向上を目指し、教員向けの研修会の内容の

充実を図るとともに、若手教員に対する教育センター相

談員による支援訪問を実施しています。 

 

■ 研究協力校運営事業 

２年間の継続的な研究に取り組む研究協力校と、区と

して限定した教育課題について１年間の研究に取り組む

教育課題研究校等の研究を支援し、その成果を区内全校

園に広く周知しています。また、研究指定校以外には、研

究授業を広く他校に公開し、その支援をしています。 
 

■ 教員の働き方改革に対して肯定的な人が比較的多い 

保護者、区民への意識調査によると、教員の働き方改

革について、勤務環境の改善など、教員の働き方改革が

「必要である」という人は、保護者の約６割、区民の約７

割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 【主な取組内容】 

19 

20 

出典：江東区の教育に関する意識調査（保護者調査、区民調査） 

教育センター https://www.city.koto.lg.jp/581601/shisetsuannai/kyoiku/sonota/kanrenshisetsu/16319.html 

教員の働き方改革について 

教員の指導力向上 

取組（50） 組織的な研究支援 

 各区立学校等の研究会相互の連携を深める取組を推進するとともに、授業改善支援チーム
や授業力向上アドバイザー等、教員の研修機会を確保し、教科等の指導力の一層の向上を図
ります。 

 「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善のために、中学校教科交流授業研究の日、中
学校教育研究会及び小学校教育研究会について、ＩＣＴの活用等、研究内容の充実を図りま
す。 

取組（51） 経験や職層等に応じた研修 

 各種研修会の内容の充実を図るとともに、オンライン会議システムを活用した研修会の運営
について検討していきます。 

 教育センターの相談員の配置と併せて、若手育成研修等の在り方について検討していきま
す。 

教員の働き方改革の推進 

取組（52） サポート体制の充実 

 教員が本来業務に専念できるよう、学校事務職員の職務内容の明確化や、部活動指導員や
サポートスタッフ等の充実を図ります。 

 働き方改革についての教員への情報共有や研修など意識改革を進める取組とともに、保護
者や地域住民の理解促進を図る取組を行います。 

取組（53） 教員業務等の見直し 

 在校時間の管理や部活動の在り方の検討など、教員業務の質的転換や勤務時間の運用につ
いて見直しを図ります。 

 教員における一年単位の変形労働時間制について、国・都の動向を注視しながら、活用の検
討を進めます。 

https://www.city.koto.lg.jp/581601/shisetsuannai/kyoiku/sonota/kanrenshisetsu/16319.html
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10 図書館・大学・企業等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図書館・大学・企業等 10 

社会に開かれた教育課程の実現を目指し、図書館・大学・企業等との効果的な連携を推進します。 

「地域が協働して育む、豊かなこどもの読書環境づくりの推

進」を計画の柱として、学校や関係機関との連携による取組

など、こどもの年代に応じた読書活動の推進を図っていま

す。 

本区の図書館では、「江東区こども読書活動推進計画」に基づき、区立図書館と学校が連携

し学校訪問や図書館見学等を行っているほか、図書館資料の団体貸出や、読み聞かせボラン

ティアによるおはなし会（招待・出張）などに取り組んでいます。また、学校では、大学と連携し

た「授業改善支援チーム」の取組や、企業等と連携した職場体験の実施など、外部の教育機関

等と連携した取組を実施しています。 

 

教育に関する意識調査によると、区立図書館において必要な取組として、保護者は「学校図

書室との連携」、区民は「おはなし会やこども向けイベント（企画展示など）の充実」を求める人

が比較的多くなっています。学校と連携したこどもの読解力を育むための取組や、読書の楽し

さを知り読書を好きになるための多様なきっかけを提供することが求められています。 

 

今後も、地域や学校と図書館とのつながりをさらに強化し、読書活動の推進に取り組むとと

もに図書館サービスを充実します。また、大学や企業と連携し、専門性を生かした学習の機会

を充実させ、学びの幅を広げていきます。 

 

江東区立図書館 https://www.koto-lib.tokyo.jp/ 

【成果指標】 

指標名 現状値（年度） 目標値（目標年度） 

学校・子育て支援施設等への図書館サービス

実績※ 

682 回 32,341 人 

（令和元年度） 

８0０回 38,000 人

（令和７年度） 

図書館児童利用登録者数(１５歳以下で年度内

に 1 冊以上貸出があった人数) ※ 

19,934 人 

（令和元年度） 

22,000 人 

（令和７年度） 

※過去の経年変化や区児童人口の増加率等を基に目標値を算出 

【キーワード】 江東区こども読書活動推進計画 

つ
な
が
り 

おはなし会での様子（豊洲図書館） 

https://www.koto-lib.tokyo.jp/
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■ 読み聞かせボランティアの充実及び利用拡大 

令和元年度時点で、読み聞かせボランティア登録者は

２００人です。出張おはなし会の事業には、５４４回、

22,436 人の参加があり、きっずクラブ等への広報活

動を通じて、利用拡大を図っています。 

 

■ 保護者は学校との連携を、区民は読書のきっかけ

づくりを求める人が多い 

保護者、区民への意識調査によると、こどもの読書活

動を推進するため、区立図書館において必要な取組に

ついて、保護者は「学校図書室との連携」、区民は「おは

なし会やこども向けイベント（企画展示など）の充実」が

それぞれ最上位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 【主な取組内容】 

21 

22 

出典：江東区の教育に関する意識調査（保護者調査、区民調査） 

ことらいぶ（江東区立図書館情報誌） https://www.koto-lib.tokyo.jp/tabid47.html 

こどもの読書活動を推進するため、区立図書館において必要な取組 

図書館サービスの充実 

取組（54） 地域読書活動 

 ブックリストの配布や学校訪問に加え、調べ学習やビブリオバトル等、家庭・地域・学校と連携
し、こどもの年齢・発達段階に合わせた読書への働きかけや主体的な読書活動の支援に取り
組み、読書習慣の形成を推進します。 

 学校及び子育て支援施設等への図書館資料の団体貸出の利用を促進し、こどもたちが多様
な本と触れ合う機会の拡大に努めます。 

 読み聞かせボランティアの育成に努めるとともに、区内各施設へ出張おはなし会等の PR を
行い、利用拡大及びニーズに合ったサービスの提供に取り組み、こどもの読書に対する興味
の向上を図ります。 

取組（55） 地域情報拠点としての機能充実 

 中央館（江東・深川図書館）と地域館との連携による特色ある図書館サービスやイベントを実
施し、図書館への関心や読書の楽しみを見つける機会の提供に取り組みます。 

 地域情報拠点として、蔵書の充実を図るとともに、レファレンス（調べもの支援）サービスや
子育て支援施設等の地域資源との連携の促進に取り組み、利用者の課題解決を支援します。 

 障害者サービスや多文化サービス等、利用者の事情に配慮したサービスに取り組み、全ての
こどもが気軽に図書館に来館できる環境を整備します。 

 図書館ホームページに設置している「こどものページ」及び「ＴＥＥＮＳのページ」の充実を図
るとともに、学校のＩＣＴ化に合わせて、図書館情報の効果的な発信手法について検討しま
す。 

大学や企業との連携 

取組（56） 専門性を生かした教育活動 

 専門性の高い教授等から指導・助言を受ける「授業改善支援チーム」の取組を充実し、授業改
善を推進します。 

 企業等と連携し、中学校・義務教育学校（後期課程）における職場体験の取組の充実を図りま
す。 

 区内の高等学校や特別支援学校等との更なる連携について検討します。 

 

https://www.koto-lib.tokyo.jp/tabid47.html
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 ～江東区のおいしい給食編～ 

こどもたちが残さずに、バランスのとれた食事をとってもらうため、献立を工夫しておいしい給食を提供しています。 

 

衛生管理を徹底し、安全・安心な給食提供に

努めています。 

家庭で取りにくい魚やいも類、ごまなどの種実を取り

入れ、栄養摂取基準を満たす給食を提供します。 
中学校にも全校に給食室があり、自校調理していま

す。給食当番は児童生徒が行います。 

オリンピック・パラリンピック教育の一環で世界の

料理を提供しました。 

いつもと違ったランチルームでの給食にこども

たちもにっこり。会話もはずみます。 
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第４章 ４つのテーマにつながる教育のＩＣＴ化 
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１ 情報活用能力の向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情報活用能力の向上 １ 

超スマート社会(Society5.0)の到来を見据えた人材を育成するため、こどもたちの情報活用能力を向上させます。 

情報活用能力とは、情報及び情報手段を主体的に選択し、活用していくための個人の基礎

的な力です。新学習指導要領には「言語能力と同様に、学習の基盤となる資質・能力であり、

教科等横断的に育成していくもの」と明記されています。 

プログラミング教育を通じて、コンピュータの仕組みを知るだけではなく、トータルな情報

活用能力を育成する中で、プログラミング教育を実施していきます。また、本区の区立学校

では、全校独自の「SNS 学校ルール」を策定し、情報モラル教育の取組を推進しています。 

 

プログラミング教育（文部科学省） https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1375607.htm 

プログラミング教育と情報活用能力の育成 

情報活用能力： 

情報及び情報手段を主体的に選択し、活用していくための個人の基礎的な力 

ＩＣＴの基本的な操作、情
報の収集・整理・発信（文
字入力、インターネットな
ど情報手段の適切な活用
等） 

Ａ 情報活用の実践力 

プログラミング（コンピュ
ータの仕組みの理解等） 

情報モラル（情報発信によ
る他人や社会への影響、
等） 

Ｂ 情報の科学的な理解 Ｃ 情報社会に参画する態度 

出典：小学校プログラミング教育の手引（第三版） 令和２年２月文部科学省 

教
育
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化 

カードを使ったプログラミング教育の授業の様子 

プログラミングを使ってロボットを動かす様子 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1375607.htm
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２ 新たな教育手法の確立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 これまで  １人 1 台端末 

一斉 

学習 

黒板の板書による 

説明 

 双方向型の一斉授業 

 ⇒教員が一人一人の反応を把握 

個別 

学習 

全員が同時に 

同内容を学習 
 

各自が同時に別々の内容を学習 

個々の学習履歴を記録 

 ⇒一人一人の理解度に応じた個別学習 

協働 

学習 

一部の児童生徒が 

意見を発表 
 

互いの考えを画面上で共有 

双方向の意見交換 

 ⇒多様な意見に触れることができる 

各教科における 1 人 1 台の活用例 

国語 書く過程を記録し、よりよい文書作成に役立てる 

算数・数学 
関数や図形などの変化の様子を可視化して、繰り

返し試行錯誤する 

社会 
国内外のデータを加工して可視化したり、地図情

報に統合したりして深く分析する 

理科 
観察、実験を行い、動画等を使ってより深く分析・

考察する 

外国語 
海外とつながる「本物のコミュニケーション」によ

り、発信力を高める 

新たな教育手法の確立 ２ 

個性や能力に応じた教育の推進など、新たな教育手法の確立をＩＣＴで実現し、個を大切にした教育を行います。 

１人１台端末、大型提示装置等の学校ＩＣＴ機器や、校内無線ＬＡＮ環境を活用し、児童・生徒

一人一人の資質・能力を確実に育成します。 

これまでの学校教育の実践や蓄積を踏まえるとともに、1 人 1 台端末を活用し、教員が多

くの児童・生徒の様子や意見を同時に把握するなどしながら、双方向で進める一斉授業に変

化させていくほか、家庭での予習・復習に学習支援クラウドサービスを活用するなど、学び

の効率化・高度化を図ります。 

そして、一人一人にあった教育を個別最適化していくなど、より個を大切にする、江東区

の「新しい学びのスタイル」の確立を実現します。 

子供たちの「学びの保障」（文部科学省） https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/1411020_00004.html 

ビデオ会議システムを使ったホームルーム 

学びの 

深化 

学びの 

転換 

ＩＣＴ機器を用いた授業のスタイルの変化の例 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/1411020_00004.html
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３ 学校運営の効率化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 学校運営の効率化 

学校運営の効率化をＩＣＴで実現し、教員の事務負担を軽減することで、こどもたちと向き合う時間を確保します。 

教員の業務範囲は多岐にわたり、業務負担も大きい実態があることから、研修のオンライン

化や勤怠管理の電子化をはじめ、ＩＣＴの活用によって学校運営の効率化と教員の負担軽減を

図ります。 

また、これまでの教育実践の成果がＩＣＴによって活かされるよう、教育委員会が学校を積

極的に支援しながら、デジタル教科書の活用や家庭学習とリンクした取組を促進するほか、

ICT を活用した公開授業や優れた授業・教材の共有・ライブラリ化を図ります。 

さらに、教員によるＩＣＴ教育の実践を支援するため、ＩＣＴ支援員（月 5～6 回派遣）による、

機器のメンテナンスや 授業補助、授業におけるＩＣＴの活用方法に関する提案等を行います。 

学校における働き方改革について（文部科学省） https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/index.htm 

ＩＣＴの活用による学校運営の効率化と教員の負担軽減 

 

 全校を GIGA スクール研究校に指

定し、デジタル教科書の活用や家庭

学習とのリンクを研究・成果発表 

 

 各地区のパイロット校を指定し、先

行的な取組を情報発信 

全校での取組を後押し 
 

 １人１台端末やアプリケーション導

入時にオンライン研修を実施 

 

 各種研修会についても、オンライ

ンで実施することにより日常的に

ICT の技能を習得・向上 

研修のオンライン化 
 

 区小研・区中研のすべての教科の

研究活動において、ICT を活用し

た公開授業を実施 

 

 優れた授業や教材の共有・ライブ

ラリ化 

学校と教育委員会との連携 
 

 ICT 支援員（月 5～6 回派遣）に

よる、機器のメンテナンスや 授

業補助、授業における ICT の活

用方法に関する提案 

専門人材による支援 

教
育
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化 

タブレット端末を活用した教員の打ち合わせ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/index.htm
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１ 取組・担当課一覧 
 

テーマ 施策 取組指針 取組 
担当課

※ 

  

庶務 施設 学務 指導 支援 地教 ｾﾝﾀｰ 図書 

①
学
び
・育
ち 

１ 確かな学び 

施策の主管課         〇         

１ こうとう学びスタンダード

（ネクストステージ）の推進 

１ 主体的・対話的で深い学び       〇         

２ 習得・活用・探求       〇         

２ 生きる力を育む特色ある教育 

３ ICT 教育       〇         

４ 英語教育       〇 〇       

５ 俳句教育         〇       

６ キャリア教育       〇         

７ 環境教育       〇         

３ 連続した学びの保障 
８ 保幼小中連携 〇     〇         

９ 就学前教育の充実     〇 〇         

２ 豊かな心 

施策の主管課         〇         

４ 自他を大切にする優しい心の

育成 

10 人権教育       〇         

11 道徳教育       〇         

12 自己肯定感を高める教育       〇         

13 いじめ防止       〇         

５ 多様性を認め合う教育 

14 共感的に理解できる心の育成       〇         

15 挑戦する心の育成       〇         

16 オリンピック・パラリンピック教育       〇       

３ 健やかな体 

施策の主管課         〇         

６ 体力の向上 

17 運動習慣の確立       〇         

18 体育（保健体育）の授業改善       〇         

19 部活動         〇       

７ 心と体の健やかな成長 

20 健康教育       〇         

21 食育     〇           

22 豊かなスポーツライフの実現       〇         

取組・担当課一覧 １ 
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テーマ 施策 取組指針 取組 
担当課

※ 

  

庶務 施設 学務 指導 支援 地教 ｾﾝﾀｰ 図書 

②
自
分
ら
し
さ 

４ 個に応じた教育 

施策の主管課           〇       

８ 一人一人を大切にする教育 
23 個性や能力に応じた教育       〇         

24 特別な支援が必要なこどもの教育         〇       

９ 新たなニーズへの対応 25 日本語指導が必要なこどもの支援         〇       

５ 丁寧な相談 

施策の主管課           〇       

10 教育相談システムの充実 

26 ワンストップ型教育相談             〇   

27 スクールソーシャルワーカー等の活用         〇       

28 専門職との連携         〇   〇   

11 学びの場の確保 

29 魅力ある学校づくり       〇        

30 不登校の未然防止       〇 〇       

31 ブリッジスクール       〇         

32 関係機関連携       〇 〇   〇   

③
環
境 

６ 施設の整備・充実 

施策の主管課     〇             

12 学校施設の整備 

33 収容対策 〇               

34 計画的更新（改築、長寿命化改修）   〇             

35 維持管理   〇             

13 学校ＩＣＴ環境の整備 
36 ICT 機器の充実     〇           

37 校内ネットワーク環境の整備     〇           

７ 安全安心・居場所

づくり 

施策の主管課             〇     

14 安心で健やかな居場所の確保 38 江東区放課後こどもプラン           〇     

15 安全を確保する環境の構築 

39 通学路安全対策 〇               

40 学校安全 〇     〇         

41 地域防災力の向上 〇               
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テーマ 施策 取組指針 取組 
担当課

※ 

  

庶務 施設 学務 指導 支援 地教 ｾﾝﾀｰ 図書 

④
つ
な
が
り 

８ 地域・家庭 

施策の主管課             〇     

16 地域や家庭との連携・協働 

42 地域学校協働本部           〇     

43 コミュニティ・スクール           〇     

44 家庭教育           〇     

17 学習機会の確保 
45 就学援助、就学奨励、奨学金 〇   〇           

46 他部署との連携         〇   〇   

18 学校情報の積極的な発信 

47 学校評価       〇         

48 学校公開     〇           

49 学校ホームページ、こうとうの教育 〇   〇           

９ 学校・教員 

施策の主管課         〇         

19 教員の指導力向上 
50 組織的な研究支援       〇         

51 経験や職層等に応じた研修       〇     〇   

20 教員の働き方改革の推進 
52 サポート体制の充実 〇       〇       

53 教員業務等の見直し 〇   〇 〇         

10 図書館・大学・企

業等 

施策の主管課                 〇 

21 図書館サービスの充実 
54 地域読書活動               〇 

55 地域情報拠点としての機能充実               〇 

22 大学や企業との連携 56 専門性を生かした教育活動       〇         

教育のＩＣＴ化 

施策の主管課         〇         

情報活用能力の向上         〇         

新たな教育手法の確立         〇         

学校運営の効率化   〇   〇 〇         

 ※担当課の表記  

庶務…庶務課 施設…学校施設課 学務…学務課 指導…指導室 支援…教育支援課 地教…地域教育課 ｾﾝﾀｰ…教育センター 図書…江東図書館 
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２ 教育に関する意識調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育に関する意識調査 ２ 

小中学生の保護者や一般の区民を対象に、江東区の教育についてどのように感じているか、また、今後どのような取組を希望しているかなど、「教育

推進プラン・江東（第２期）」策定のための基礎調査として、教育に関する意識調査を実施しました。 

 

実施時期 

令和２年６月～７月 

 

種類と対象等 

種類 調査対象 サンプル数 

①江東区立小中

学校の保護者

調査 

江東区立小中学校の保護者（区立

小学校２年生・５年生及び中学校２

年生の保護者） 

２,０００人 

②江東区民調査 江東区民（１８歳以上無作為抽出） ２,０００人 

 

 実施方法 

①江東区立小中学校の保護者調査：調査票の学校配付・回収 

②江東区民調査：調査票の郵送配布・回収 

回収結果 

種類 配布数 回収数 回収率 

※【参考】 

前回調査 

回収率 

①江東区立小中

学校の保護者

調査 

２,０００人 １,６８１人 ８４.１% ７２.０% 

②江東区民調査 ２,０００人 ６４９人 ３２.５% ３５.５% 

※前回調査は、平成２６年１２月実施 

 

江東区の教育に関する意識調査 集計結果報告書 （ＵＲＬ及びＱＲコードについては、１２月上旬掲載予定） 
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３ こうとう学びスタンダード(ネクストステージ) 
 
 
 
 
１ 「こうとう学びスタンダード」策定の背景 

   本区のこどもたちの学習状況や既に学校で取り組まれていたスタンダードの

優れた実践を踏まえ、江東区独自のスタンダードを教育委員会と先生方とが一

緒につくりあげました。平成２４年度に「学び方」「体力」「算数」のスタンダードを、

平成２５年度に「国語」「数学」「英語」を策定し、平成２６年度から６つのスタンダ

ードの取組が始まりました。 

 

２ 目的 

こうとう学びスタンダードは、こどもたち一人一人の確かな学びや育ちを支

えるものとして、江東区のすべてのこどもたちに身に付けさせたい内容を明

らかにし、その定着を目指して全校（園）で取り組んでいくものです。 

 

３ 内容 

・学び方スタンダード（９項目） 

・体力スタンダード（１０項目） 

・国語スタンダード（小中共通：４項目、小：４項目、中４項目） 

・算数スタンダード（小中共通：１２項目） 

・数学スタンダード（小中共通：１２項目） 

・英語スタンダード（小中共通：１項目、小：５項目、中：７項目） 

・就学前教育スタンダード（幼：１０項目 令和元年度策定） 

 

４ 区の主な施策 

学びスタンダード強化講師の配置、こうとう学びスタンダード定着度調査の

実施、授業力向上アドバイザー（授業力に優れた教員）の指定、公開授業の実

施、研究協力校園の指定 等 

 

 

 

 

 

５ 「こうとう学びスタンダード（ネクストステージ）」へ 

区の定着度調査や国・都の学力調査の結果から、近年、本区のこどもたちの

スタンダードの定着度や学力が向上していることから、スタンダードの取組に

一定の成果が見られていることが分かりました。 

このような中、これまでの取組の成果と課題や新学習指導要領等の趣旨を

踏まえ、平成３０年度に「こうとう学びスタンダード（ネクストステージ）」を策定

し、令和元年度からその取組を始めました。また、就学前教育スタンダードを

新たに策定し、令和２年度より７つの取組が始まります。 

 

＜江東区の授業がかわる 保育がかわる＞ 

【目的】 

すべてのこどもにスタンダードを身に付けさせるという目的は、ネクストス

テージにおいてもかわりません。 

【内容】 

   「こうとう学びスタンダード」の内容については、学習指導要領等の趣旨を

踏まえ、修正・追加しています。 

【主な取組】  

・「主体的・対話的で深い学び」の実現を図るなど、全校園で授業改善・保育改

善を推進します。 

・幼小中義の連携教育を一層推進します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうとう学びスタンダード(ネクストステージ) ３ 

こうとう学びスタンダードについて 

「こうとう学びスタンダード」の意義 

〇 学校の使命は、学習指導要領等の内容を、こどもに身に付けさ 

せることです。 

〇 内容を身に付けさせるためには、各学校は、こどもの実態に即 

し、全教科・領域での指導方法の改善（授業改善）を実施します。 

☆ 江東区では、こどもの実態に即して、すべてのこどもに確実に 

身に付けさせたい内容を「こうとう学びスタンダード」として重点 

化し実施します。 

☆「こうとう学びスタンダード」を身に付けさせる授業改善の取組 

は、全教科・領域での学習内容の定着を促進するツールとして機 

能します。 
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４ 第２期教育推進プラン・江東計画策定委員会 

 
 
第２期教育推進プラン・江東計画策定委員会設置要綱 

令和２年１月２７日 

  江教庶第２１５５号 

（設置） 

第１条 教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定に基づく教育の振興のための施策に関する基本的な計画（以下「計画」という。）の策定に当た

り、意見を聴取する機会を設けるため、第２期教育推進プラン・江東計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、計画の策定に関する事項について検討及び意見交換を行う。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するものをもって充てる。 

(1) 学識経験者 

 (2) 公募により選任された区民 

 (3) 区立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園の関係者 

 (4) 区立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園に在籍する児童、生徒又は園児の保護者 

 (5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

３ 委員長は、委員の互選により選出する。 

４ 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了する日までとする。 

（運営） 

第５条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

３ 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。 

（部会） 

第６条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会長及び部会の構成員は、委員長が指名する。 

３ 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。 
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４ 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年２月１日から施行する。 

 
 
 
第２期 教育推進プラン・江東計画策定委員会 委員名簿 

  職 名 氏 名 

学識経験者 有明教育芸術短期大学学長 若 林  彰 

学識経験者 帝京大学大学院教職研究科准教授 前 島 正 明 

町会・自治会代表 江東区町会連合会会長 杉 田 次 助 

青少年委員会代表 青少年委員会会長 岩 田 安 正 

スポーツ推進委員会代表 スポーツ推進委員会会長 山 﨑  積 

公募区民 公募区民 𠮷 川 耕 平 

公募区民 公募区民 吉 田 正 子 

区内都立高校校長代表 都立科学技術高等学校長 久 保  剛 

小学校保護者代表 小学校ＰＴＡ連合会相談役 小 林  慶 

中学校保護者代表 中学校ＰＴＡ連合会顧問 関 口 朗 太 

幼稚園保護者代表 前幼稚園ＰＴＡ連合会会長 山 本 京 子 

小学校長会代表 豊洲北小学校長 喜 多 好 一 

中学校長会代表 砂町中学校長 菅 野 哲 郎 

幼稚園長会代表 豊洲幼稚園長 高 橋 由美子 

教育委員会 教育委員会教育長 本 多 健一朗 
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第２期 教育推進プラン・江東 策定経過 

会議名 開催日 主な議題 

第１回 第２期教育推進プラン・江東 計画策定検討部会 6 月 12 日 
１ 教育推進プラン・江東の策定方針について  

２ 意識調査について 

第１回 第２期教育推進プラン・江東 計画策定委員会 6 月 19 日 

１ 会議の進め方について 

２ 教育推進プラン・江東の策定方針について 

３ 意識調査について 

第２回 第２期教育推進プラン・江東 計画策定検討部会 8 月 6 日 

１ 意識調査の結果（速報）について  

２ 第２期教育推進プラン・江東の骨子案について 

３ 第２期教育推進プラン・江東の掲載イメージについて 

第２回 第２期教育推進プラン・江東 計画策定委員会 8 月 28 日 

１ 意識調査の結果について 

２ 第２期教育推進プラン・江東の骨子について 

３ 第２期教育推進プラン・江東の掲載イメージについて 

第１回 江東区総合教育会議 9 月 15 日 
教育施策大綱の取組状況及び第２期教育推進プラン・江東の策

定について 

第３回 第２期教育推進プラン・江東 計画策定検討部会 10 月 16 日 第２期教育推進プラン・江東の素案について 

第２回 第２期教育推進プラン・江東 計画策定委員会 10 月 29 日 第２期教育推進プラン・江東の素案について 

第４回 第２期教育推進プラン・江東 計画策定検討部会 1 月 13 日   

第３回 江東区総合教育会議 1 月 18 日   

第４回 第２期教育推進プラン・江東 計画策定委員会 1 月 29 日   
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